
災害応急対策

○防災対策基本法（昭和３６年）に基づき、総合的・計画的に防災行政を整備・推進。
○本法に基づき、防災基本計画の作成や防災に関する重要事項等の審議を行う中
央防災会議（会長：内閣総理大臣）を設置。また、内閣府に、防災担当大臣が置か
れており、防災に関する基本的な政策に関する事項及び大規模災害発生時等の
当該災害への対処に関する事項に関して、企画立案・総合調整等を所掌。

○防災基本計画において、防災体制の確立、防災事業の促進、災害復興の迅速適
切化、防災に関する科学技術及び研究の振興、防災業務計画及び地域防災計画
において重点をおくべき事項について、基本的な方針を提示。

震災対策 風水害対策 火山災害対策 雪害対策

【自然災害】
＜防災基本計画の構成＞

【事故災害】

海上災害対策 航空災害対策 鉄道災害対策 道路災害対策

原子力災害対策 危険物等災害対策 大規模火事災害対策 林野火災対策

災害予防・事前対策 災害復旧・復興対策

国 地方公共団体

（災害対策の順序に沿った記載）

＜防災基本計画の体系＞

災害対策基本法
第３４条：防災基本計画の作成及び公表等（中央防災会議）
第３６条：防災基本計画に基づく指定行政機関による防災業務計画の作成等
第３９条：防災基本計画に基づく指定公共機関の防災業務計画の作成等
第４０条：防災基本計画に基づく都道府県地域防災計画の作成等
第４２条：防災基本計画に基づく市町村地域防災計画の作成等

防災基本計画 中央防災会議 閣僚等

防災業務計画 指定行政機関 中央省庁

指定公共機関、独立行政法人
日銀、日赤、ＮＨＫ、ＮＴＴ

地域防災計画

知事（市町村長）

都道府県（市町村）防災会議

住民等

防災業務計画

内閣総理大臣

我が国の災害対策の推進状況我が国の災害対策の推進状況 ※ 平成１８年度版防災白書より作成

策定・実施

策定・実施

策定・実施

策定・実施

地域の実情に即した計画
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「平成１８年度の防災に関する計画」より抜粋。
（科学技術の研究推進、災害予防、国土保全、災害復旧等の項目別にまとめられている。）


